
監査公表第２２号 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定により、下記のとおり定例監査を執行したのでそ

の結果を同法第 9項の規定により、別紙のとおり公表する。 

 

平成２５年８月２３日 

 

                 新庄市監査委員  髙 山 孝 治 

 

                 新庄市監査委員  山 口 吉 靜 

 

 

記 

 

監査の期間及び監査の対象 

監  査  期  間 監    査    対    象 

平成２５年７月１６日～ 

７月２９日 

財政課の平成２４年度の財務に関する事務の執行

及び経営に係る事業の管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



概 要［財政課］ 

 

（１）職員の配置状況                    平成 25年 4月 1日現在（ ）兼任 
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 1          1 

財 政 運 営 室   1   2  1   4 

契 約 管 財 室   1 （1） 1   2 1 2 7 

計 1  2 （1） 1 2  3 1 2 12 

 

（２）一般会計歳入歳出予算執行状況（平成 24年度） 

歳 入                                    （単位：円） 

款  項  目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 
収入未済

額 
収入率 

02.01.01 地方揮発油譲与税 21,500,000 40,347,000 40,347,000 0 100.00 

02.02.01 自動車重量譲与税 90,200,000 95,317,000 95,317,000 0 100.00 

02.03.01 地方道路譲与税 0 187 187 0 100.00 

09.01.01 地方特例交付金 0 0 0 0 0.00 

10.01.01 地方交付税 4,878,966,000 5,276,798,000 5,276,798,000 0 100.00 

15.02.01 総務費県補助金 1,700,000 28,465,000 28,465,000 0 100.00 

16.01.01 財産貸付収入 3,071,000 3,405,187 3,335,220 69,967 97.95 

16.01.02 利子及び配当金 2,106,000 657,856 657,856 0 100.00 

16.02.01 不動産売払収入 14,628,000 14,628,228 14,628,228 0 100.00 

16.02.02 物品売払収入 1,120,000 1,120,350 1,120,350 0 100.00 

17.01.01 一般寄附金 2,001,000 2,050,000 2,050,000 0 100.00 

18.02.01財政調整基金繰入金 273,000,000 0 0 0 0.00 

19.01.01 繰越金 586,708,000 574,139,268 574,139,268 0 100.00 

20.02.01 市預金利子 300,000 217,287 217,287 0 100.00 

20.04.05 雑入 13,803,000 19,204,543 19,204,543 0 100.00 

歳 入 合 計 5,889,103,000 6,056,349,906 6,056,279,939 69,967 100.00 

 

歳 出                                    

款  項  目 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率 

02.01.04 財政管理費 153,701,000 152,181,938 1,519,062 99.01 

02.01.06 財産管理費 113,255,000 89,823,886 23,431,114 79.31 

12.01.01 公債費 元金 1,400,021,000 1,400,020,942 58 100.00 

12.01.02 公債費 利子 251,192,000 250,216,176 975,824 99.61 

13.01.01 土地取得費 1,000 0 1,000 0.00 

歳  出  合  計 1,918,170,000 1,892,242,942 25,927,058 98.65 

 



監査の結果 

監査に付された関係諸帳簿及び資料等を照合検証したところ、計数的に正確であると認めた。ま

た、業務の執行についても概ね妥当であった。ただし、下記事項については改善措置が必要と認め

られる。 

 

記 

 

 １．各課等の備品管理について不備な点が多く見受けられることから、備品台帳の様式を管理しや

すいものに改めるとともに備品分類表についても現状に合ったものに改正し、全庁的に適正な備

品管理が行われるよう改善すること。 

 

 

 

 


